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告 示
栃木県告示第347号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　令和７（2025）年７月22日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
薬局

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指定年月日 自立支援医療
の 種 類

アイン薬局　大平店 栃木市大平町西水代
1938-３

株式会社アイン中央
代表取締役
森澤　あずさ

令和７（2025）年
５月１日

育成医療及び
更生医療

ほうせきだい薬局 塩谷郡高根沢町宝石
台４-１-27

株式会社ピノキオ薬局
代表取締役
田中　友和

令和７（2025）年
７月１日

育成医療及び
更生医療

花・花薬局　江川店 足利市江川町２-６- 
27

株式会社エフアンドエフ
代表取締役
藤川　欣洋

令和７（2025）年
７月１日

育成医療及び
更生医療



（600） 栃 木 県 公 報 第623号令和７（2025）年７月22日　火曜日

カワチ薬局　小山雨
ケ谷店

小山市雨ケ谷町50 株式会社カワチ薬品
代表取締役
河内　伸二

令和７（2025）年
７月１日

育成医療及び
更生医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第348号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　令和７（2025）年７月22日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指定年月日
自立支援医療
の 種 類

大林クリニック 宇 都 宮 市 簗 瀬 町
2561-８

医療法人大林クリニック
理事長
大林　克巳

令和７（2025）年
５月１日

精神通院医療

西真岡つむぎクリ
ニック

真岡市東沼657番地 医療法人大香会
理事長
仲島　大輔

令和７（2025）年
７月１日

精神通院医療

ほうせきだい薬局 塩谷郡高根沢町宝石
台４-１-27

株式会社ピノキオ薬局
代表取締役
田中　友和

令和７（2025）年
７月１日

精神通院医療

カワチ薬局　小山雨
ケ谷店

小山市雨ケ谷町50 株式会社カワチ薬品
代表取締役
河内　伸二

令和７（2025）年
７月１日

精神通院医療

けんこう薬局 鹿沼市上野町313-３ 株式会社コメノイ
代表取締役
浅野　敏一

令和７（2025）年
５月１日

精神通院医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第349号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定によ
り指定自立支援医療機関から次のとおり変更の届出があったので、同法第69条の規定により公示する。
　　令和７（2025）年７月22日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
薬局

名 称 所 在 地 開 設 者 名 変更年月日
自立支援医療
の 種 類

ユニスマイル薬局　
はじか店
（ファーコス薬局　
しらゆり）

足利市葉鹿町１-10-
３

株式会社ユニスマイル
代表取締役
白　成澤

令和７（2025）年
６月１日

育成医療及び
更生医療

ユニスマイル薬局　
さとやば店
（ファーコス薬局　
さとやば）

足 利 市 里 矢 場 町
1988-６

株式会社ユニスマイル
代表取締役
白　成澤

令和７（2025）年
６月１日

育成医療及び
更生医療
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ユニスマイル薬局　
ちとせ店
（ファーコス薬局　
レインボー）

足利市千歳町66-２ 株式会社ユニスマイル
代表取締役
白　成澤

令和７（2025）年
６月１日

育成医療及び
更生医療

ユニスマイル薬局　
やわた店
（ファーコス薬局　
こばと）

足利市八幡町１-７-
２

株式会社ユニスマイル
代表取締役
白　成澤

令和７（2025）年
６月１日

育成医療及び
更生医療

ユニスマイル薬局　
おおまえ店
（ファーコス薬局　
アイシー）

足利市大前町1277-
３

株式会社ユニスマイル
代表取締役
白　成澤

令和７（2025）年
６月１日

育成医療及び
更生医療

ユニスマイル薬局　
足利日赤店
（ファーコス薬局　
おりひめ）

足利市五十部町284-
13

株式会社ユニスマイル
代表取締役
白　成澤

令和７（2025）年
６月１日

育成医療及び
更生医療

ユニスマイル薬局　
ほりごめ店
（エムハート薬局　
ほりごめ店）

足利市堀込町2760-
４

株式会社ユニスマイル
代表取締役
白　成澤

令和７（2025）年
６月１日

育成医療及び
更生医療

※変更年月日欄を除く表中の（　）内は変更前のもの
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第350号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定によ
り指定自立支援医療機関から次のとおり変更の届出があったので、同法第69条の規定により公示する。
　　令和７（2025）年７月22日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 変更年月日
自立支援医療
の 種 類

アグリホームクリ
ニックとちぎ（ＭＥ
Ｄ　ＡＧＲＥＥ　Ｃ
ＬＩＮＩＣ　とち
ぎ）

栃木市平柳町１-14-
７

医療法人ＡＧＲＩＥ
理事長
伊藤　俊一郎

令和７（2025）年
６月１日

精神通院医療

アグリホームクリ
ニックうつのみや
（ＭＥＤ　ＡＧＲＥ
Ｅ　ＣＬＩＮＩＣ　
うつのみや）

宇都宮市岩原町字大
原660-５

医療法人ＡＧＲＩＥ
理事長
伊藤　俊一郎

令和７（2025）年
６月１日

精神通院医療

アグリホームクリ
ニックもおか（ＭＥ
Ｄ　ＡＧＲＥＥ　Ｃ
ＬＩＮＩＣ　もお
か）

真岡市久下田1521-
５

医療法人ＡＧＲＩＥ
理事長
伊藤　俊一郎

令和７（2025）年
６月１日

精神通院医療
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ユニスマイル薬局　
国立宇都宮病院前店
（ファーコス薬局あ
りす）

宇 都 宮 市 上 野 町
7002-４

株式会社ユニスマイル
代表取締役
白　成澤

令和７（2025）年
６月１日

精神通院医療

ユニスマイル薬局　
おおまえ店（ファー
コス薬局アイシー）

足利市大前町1277-
３

株式会社ユニスマイル
代表取締役
白　成澤

令和７（2025）年
６月１日

精神通院医療

ユニスマイル薬局　
やわた店（ファーコ
ス薬局こばと）

足利市八幡町１-７-
２

株式会社ユニスマイル
代表取締役
白　成澤

令和７（2025）年
６月１日

精神通院医療

ユニスマイル薬局　
ちとせ店（ファーコ
ス薬局レインボー）

足利市千歳町66-２ 株式会社ユニスマイル
代表取締役
白　成澤

令和７（2025）年
６月１日

精神通院医療

ユニスマイル薬局　
はじか店（ファーコ
ス薬局しらゆり）

足利市葉鹿町１-10-
３

株式会社ユニスマイル
代表取締役
白　成澤

令和７（2025）年
６月１日

精神通院医療

ユニスマイル薬局　
さとやば店（ファー
コス薬局さとやば）

足 利 市 里 矢 場 町
1988-６

株式会社ユニスマイル
代表取締役
白　成澤

令和７（2025）年
６月１日

精神通院医療

ユニスマイル薬局　
足利日赤店（ファー
コス薬局おりひめ）

足利市五十部町284-
13

株式会社ユニスマイル
代表取締役
白　成澤

令和７（2025）年
６月１日

精神通院医療

ユニスマイル薬局　
やちよ店（エムハー
ト薬局　みなみ店）

宇都宮市八千代１-
２-12

株式会社ユニスマイル
代表取締役
白　成澤

令和７（2025）年
６月１日

精神通院医療

ユニスマイル薬局　
えそしま店（エム
ハート薬局　えそし
ま店）

宇都宮市江曽島２-
９-19

株式会社ユニスマイル
代表取締役
白　成澤

令和７（2025）年
６月１日

精神通院医療

ユニスマイル薬局　
ほりごめ店（エム
ハート薬局　ほりご
め店）

足利市堀込町2760-
４

株式会社ユニスマイル
代表取締役
白　成澤

令和７（2025）年
６月１日

精神通院医療

カケル薬局　大平店 栃木市大平町富田
5210-６（栃木市大
平町富田590-５）

ＳＴＭ株式会社
代表取締役
富樫　翔

令和３（2021）年
12月18日

精神通院医療

訪問看護ステーショ
ンひかり

佐野市関川町775-１
（佐野市奈良渕町
309-16　安藤アパー
トＥ）

株式会社ひかり
代表取締役
新井　淳子

令和７（2025）年
１月８日

精神通院医療

※変更年月日欄を除く表中の（　）内は変更前のもの
（障害福祉課）　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第351号
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　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した
ので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和７（2025）年７月22日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 認 可 年 月 日

小 山 用 水 土 地 改 良 区 令和７（2025）年６月20日

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第352号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和７（2025）年７月22日から同年８月20日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和７（2025）年７月22日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　一般国道
路　線　名　461号
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

前
那須郡那珂川町大内字大平2799から
那須郡那珂川町大内字左所2553-２
まで

5.9 ～ 12.6 952.0

後Ａ
那須郡那珂川町大内字大平2799から
那須郡那珂川町大内字左所2553-２
まで

5.9 ～ 14.3 952.0

後Ｂ
那須郡那珂川町大内字大平2799から
那須郡那珂川町大内字左所2553-２
まで

12.5 ～ 25.2 965.0

Ⅱ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　矢又大内線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

232

前
那須郡那珂川町大内字進中2421-５
から
那須郡那珂川町大内字進中2423まで

9.0 ～ 11.8 79.0

後
那須郡那珂川町大内字進中2421-５
から
那須郡那珂川町大内字進中2423まで

13.2 ～ 16.7 79.0

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第353号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
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　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和７（2025）年７月22日から同年８月20日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和７（2025）年７月22日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

一般国道 293 号
那須郡那珂川町東戸田字サイカチ山232から
那須郡那珂川町東戸田字横沢236-８まで

令和７（2025）年
７月22日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○公の施設に係る指定管理者の募集
　栃木県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年栃木県条例第４号）第３条第１項
の規定により、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体を次のとおり公募する。
　　令和７（2025）年７月22日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　公の施設の設置の目的、規模、その他概要に関する事項
⑴　名称
　　栃木県県民の森
⑵　所在地
　　矢板市長井2927外
⑶　設置の目的
　　自然に親しむ環境を県民に提供することにより豊かな情操のかん養と健康の増進を図る。
⑷　規模等
①　敷地面積　973ha
②　施設内容　森林学習展示施設（森林展示館、マロニエ昆虫館等）、キャンプ施設等

２　指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲に関する事項
⑴　管理の基準
　　利用期間、利用時間その他の項目について公募要領に記載したとおりとする。
⑵　業務の範囲
①　県民の森の施設の維持管理に関する業務
②　県民の森の運営に関する業務
③　上記に附帯する業務

３　指定管理者の指定の申請をする法人等に必要な資格に関する事項
　　指定期間中、安全かつ円滑に対象施設を管理運営できる法人等又はコンソーシアムであること、その他公
募要領に記載した資格を満たすものとする。
４　指定管理者として指定する期間に関する事項
　　令和８（2026）年４月１日から令和13（2031）年３月31日までの５年間とする。（予定）
５　指定管理者の候補者の選定の方法に関する事項
　　提出された申請書を基に栃木県県民の森指定管理者選考委員会で選考を行い、その意見を聴いた上で、知
事が指定管理者の候補者を選定する。
６　指定申請の受付期間等
　　令和７（2025）年８月22日（金）から同年９月22日（月）までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）
の午前８時30分から午後５時15分まで（原則、電子メールにより、上記期日内担当者宛て必着とする。）
７　提出先
　　〒320-8501　宇都宮市塙田１-１-20　栃木県庁本館12階
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　　栃木県環境森林部自然環境課自然公園担当
　　電話 028-623-3211　 E-mail shizen-kankyou@pref.tochigi.lg.jp
８　その他
　　公募要領は、担当部局に備え置くとともに、栃木県ホームページに掲載する。
　　（https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/kenmorisiteir7.html）

（自然環境課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○土地改良区役員の退任
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定により、次のとおり土地改良区の役員について退
任の届出があったので、同条第19項の規定により公告する。
　　令和７（2025）年７月22日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地
改 良 区 名

役職名
退 任 役 員
氏 名

就 任 役 員
氏 名

住 所
退 任
年 月 日

就 任
年 月 日

海 道
土地改良区 理　事 齋藤　　貢 宇都宮市海道町534

令 和 ７
（2025）.
６.24

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、上三川町長から
公共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のと
おり公示する。
　　令和７（2025）年７月22日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量、数値地形図修正、地図情報レベル2500
２　作業地域
　　上三川町全域
３　作業期間
　　令和７（2025）年６月19日から令和８（2026）年３月24日まで
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、河内農業振興事
務所長から公共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定に
より次のとおり公示する。
　　令和７（2025）年７月22日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量（基準点測量）
２　作業地域
　　宇都宮市海道町地内、下川俣町地内
３　作業期間
　　令和７（2025）年６月23日から令和８（2026）年３月16日まで
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
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　令和６（2024）年８月９日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法
律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、安足農業振興事務所長から、その公共
測量が終わった旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとおり
公示する。
　　令和７（2025）年７月22日

　栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量（確定測量図作成、基準点測量）
２　作業地域
　　足利市百頭町、県町、羽刈町地内
３　作業期間
　　令和６（2024）年７月４日から令和７（2025）年３月14日まで
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　令和６（2024）年７月26日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法
律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、那須農業振興事務所長から、その公共
測量が終わった旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとおり
公示する。
　　令和７（2025）年７月22日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量（基準点測量）
２　作業地域
　　大田原市南部
３　作業期間
　　令和６（2024）年７月１日から令和７（2025）年２月28日まで

（監理課）　
　───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○入札公告（特定調達公告）
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　令和７（2025）年７月22日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　借入件名及び数量　マロニエ21ネットシステム用サーバ等機器一式
⑵　借入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　借入期間　令和８（2026）年１月１日（木）から令和12（2030）年12月31日（火）まで
　　なお、この契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に規定する長期継続契約として実
施する。そのため、契約に当たっては、県の各年度予算において当該契約に係る経費が減額又は削除され
たときに契約を変更又は解除できる旨の特約を付す。

⑷　借入場所　栃木県経営管理部行政改革ＩＣＴ推進課
２　競争入札に参加する者（以下「入札参加希望者」という。）に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、以下に掲げる入札参加資格を有する
ものと決定された者であること。

　　大分類「N通信、情報処理」、小分類「２情報関連サービス」
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　　大分類「Pその他サービス」、小分類「２リース、レンタル」
⑶　競争参加資格確認申請書提出日から開札日までの間において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措
置要領（平成22（2010）年３月12日付け会計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。

⑷　１の⑴と同様の物品の納入又は賃貸借の実績を有する者であること。
⑸　借入物品に係る迅速なアフターサービス及びメンテナンス体制が整備されている者であること。
３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する課の名称等
　　〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号（栃木県庁本館５階北側）
　　栃木県　経営管理部　行政改革ＩＣＴ推進課　情報基盤担当　電話　028-623-2213
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電子メール　m21help@pref.tochigi.lg.jp
⑵　入札説明書の交付期間、及び交付場所
　　令和７（2025）年７月22日（火）から同年８月14日（木）まで入札情報システム上で公開する。
⑶　入札書の提出期限及び交付方法
　　令和７（2025）年９月４日（木）午後４時までに、栃木県物品等電子調達実施要領（令和３（2021）年
３月26日付け会管第460号）第２条に定める電子入札システム（以下「電子入札システム」という。）によ
り提出すること。なお、栃木県物品等電子調達運用基準（令和３（2021）年３月26日付け会管第461号）
に定める紙入札方式参加承諾願（様式１）を提出し、紙による入札参加の承諾を得た者（以下「紙入札
者」という。）にあっては、⑴の場所に、郵送（書留郵便）又は持参により提出すること。

⑷　開札の日時及び場所
　　令和７（2025）年９月５日（金）　午前10時
　　上記日時に、⑴の場所において電子入札システムにより開札を行う。
　　なお、入札参加者の立会いは求めないものとするが、立会いを希望する場合は、開札日の前日（土曜
日、日曜日及び祝日を含む場合にあっては祝日を除く。）までに⑴に連絡し、代理人が立ち会う場合は委
任状を持参すること。

⑸　入札方法
　　１の⑴の件名の総価（借入期間の総額）で入札に付する。
⑹　入札書の記載方法等
　　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とし、落札価格に当該金額の100分
の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨て
るものとする。）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ
るか免税事業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載
すること。

⑺　提出された入札書は、引換え、変更又は取消しを認めないものとする。
⑻　競争参加資格確認通知書受領後に入札を辞退する場合は、入札書の提出期限までに入札辞退届を電子入
札システムにより提出すること。

⑼　提出期限までに入札書が電子入札システムに記録されない場合は、入札を辞退したものとみなす。
４　入札者に要求される事項
⑴　競争参加資格確認申請
　　この入札の入札参加希望者は、競争参加資格確認申請書及び次に定める関係資料を提出し、審査を受け
なければならない。審査の結果、競争入札参加資格を有する者と判断された入札者が提出した入札書のみ
を落札決定の対象とする。

⑵　競争参加資格確認申請書と併せて提出を求める関係資料
ア　栃木県経営管理部行政改革ＩＣＴ推進課が交付する仕様書に基づき作成した納入物品仕様書
イ　物品の納入又は賃貸借の実績を有する者の確認書
ウ　納入物品に係る迅速なアフターサービス及びメンテナンスを行う体制が整備されている者の確認書

⑶　競争参加資格確認申請書及び関係資料の提出期限並びに提出方法
　　令和７（2025）年８月22日（金）　午後４時
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　　上記期限までに電子入札システムにより提出すること。
　　なお、提出資料のデータ容量が３MBを超える場合又は提出資料の特性上電子化できない資料が含まれ
ている場合は、電子入札システムで栃木県物品等電子調達運用基準に定める提出書類通知書（様式２）を
提出し、当該資料を３の⑴の場所に、郵送（書留郵便）又は持参により提出すること。ただし、この場合
においては、提出資料の一式を郵送又は持参するものとし、電子入札システムによる提出との分割は認め
ないものとする。

⑷　審査
ア　技術審査　栃木県経営管理部行政改革ＩＣＴ推進課長が、入札参加希望者の作成した納入物品仕様書
をイの技術審査基準により審査し、採用し得ると判断した納入物品仕様書を提出した入札者の入札書の
みを落札決定の対象とする。
イ　技術審査基準　入札参加希望者の作成した納入物品仕様書が、栃木県経営管理部行政改革ＩＣＴ推進
課で交付する仕様書に示す事項を満たしており、使用目的等に適合すると認められるものであること。

⑸　審査結果の通知期限及び通知方法
　　令和７（2025）年８月28日（木）
　　上記期限までに電子入札システムにより通知する。
５　仕様書等に関する質問及びその回答
⑴　質問期限及び質問方法
　　令和７（2025）年８月８日（金）　午後４時
　　上記期限までに電子入札システムにより質問すること。
⑵　質問及び回答の掲載期限並びに回答方法
　　令和７（2025）年８月13日（水）
　　上記期限までに電子入札システムに掲載する。
⑶　質問及び回答の一斉公開範囲
　　質問者に関する情報を除き、質問及び回答の内容（図面等添付資料がある場合はこれを含む。）をすべ
て公開する。

６　その他
⑴　契約の手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨
⑵　最低制限価格の有無　無
⑶　入札保証金及び契約保証金　免除
⑷　入札の無効
ア　２の入札参加資格のない者の提出した入札書
イ　入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書
ウ　栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに掲げる入札に係る入
札書
エ　栃木県物品等電子調達実施要領第19条に掲げる入札に係る入札書
オ　紙入札者の入札書で、提出期限までに指定した場所に到着しない入札書

⑸　落札者の決定方法
ア　栃木県財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とする。
イ　落札となるべき同価の入札を行った者が２人以上あるときは、電子くじにより、落札者を決定するも
のとする。
ウ　落札者が契約担当者等の定める期日までに契約書の取り交わしを行わないときは、落札者の決定を取
り消すものとする。

⑹　契約書作成の要否　要
　　なお、本契約は、立会人型電子契約サービスを利用した電子契約（契約書を電子データで作成し、押印
に代わる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの）に
よる締結を可とする（受注者が電子契約に同意しない場合は、紙の契約書により締結する）。
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発行人　栃木県　〒320-8501　宇都宮市塙田１丁目１番20号

　　締結には、発注者が指定した電子契約事業者の立会人型電子契約サービスを利用し、受注者は利用に係
る費用負担が生じないものとする。なお、受注者は、契約締結に利用するメールアドレスを用意する必要
がある。

⑺　紙による入札参加承諾の基準等
　　栃木県物品等電子調達実施要領及び栃木県物品等電子調達運用基準の定めによる。
⑻　その他
ア　入札の手続に要する費用は、すべて入札参加者の負担とする。なお、入札の手続において提出された
書類等については、返却しないものとする。
イ　その他　詳細は、入札説明書によるほか、電子調達に関し必要な事項は、栃木県物品等電子調達実施
要領及び栃木県物品等電子調達運用基準の定めるところによる。

７　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be leased:
　　The Server Units for the intranet system infrastructures 1 set.
⑵　Time-limit for tender:
　　16:00, September 4, 2025
⑶　Information is available at:
　　Information Network Section
　　Administrative Reform and ICT Promotion Division
　　Department of Administration and Management
　　Tochigi Prefecture
　　1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi 320-8501
　　TEL. 028-623-2213

（行政改革ＩＣＴ推進課）　
　───────────────────────────────────────────────


